
平成26年10月1日現在（対前月比）
■人口　201,787人（-45）　男　100,632人（－19）　女　101,155人（-26）　■世帯　83,515（+72）

「市報くまがや」は、再生紙を使用しています。
「市報くまがや」11月号は、72,400 部作成し、広告料収入を差し引いた印刷・製本にかかる市の負担は、1部当たり 14円です。

人口と世帯

「
市
報
く
ま
が
や
」は
、毎
月
1
日（
原
則
）に
発
行
し
、自
治
会
を
通
し
て
お
届
け
し
ま
す
。ま
た
、市
役
所
・

行
政
セ
ン
タ
ー
・
出
張
所
・
公
民
館
・
駅
連
絡
所
な
ど
で
も
お
配
り
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

も「
市
報
く
ま
が
や
」を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。（U

R
L
) h
ttp
://w

w
w
.city.ku

m
agaya.lg.jp
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ラ
グ
ビ
ー
を
始
め
た
き
っ
か

け
は
、
熊
谷
工
業
高
校
ラ
グ
ビ
ー

部
出
身
の
叔
父
の
影
響
で
す
。

物
心
つ
い
た
と
き
に
は
、
自
然

と
ラ
グ
ビ
ー
に
の
め
り
込
ん
で

い
ま
し
た
。

　
実
は
当
時
、
飯
能
市
に
住
ん

で
い
た
ん
で
す
。
父
が
熊
谷
出

身
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
ラ
グ

ビ
ー
タ
ウ
ン
で
あ
る
熊
谷
市
の

方
が
環
境
が
整
っ
て
い
た
た
め
、

小
学
校
3
年
生
の
頃
か
ら
週
末

だ
け
熊
谷
の
ラ
グ
ビ
ー
ス
ク
ー

ル
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、

熊
谷
で
中
学
校
の
ラ
グ
ビ
ー
部

に
入
る
た
め
、
入
学
を
機
に
熊

谷
市
に
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。

　
深
谷
高
校
ラ
グ
ビ
ー
部
に
入

部
し
て
か
ら
の
練
習
量
の
多
さ

は
、
そ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
甲

斐
あ
っ
て
私
達
の
代
で
初
め
て

全
国
高
校
ラ
グ
ビ
ー
大
会
ベ
ス

ト
16
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
練
習
の
成
果
が
結
果
に
繋

が
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
辛
さ
は

吹
き
飛
び
ま
す
ね
。
３
年
生
の

時
に
、
高
校
と
埼
玉
県
代
表
チ
ー

ム
両
方
の
キ
ャ
プ
テ
ン
を
務
め

た
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
は
試
合

全
体
を
考
え
て
プ
レ
ー
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
そ
の
経

験
が
活
き
て
い
て
、
私
を
成
長
さ

せ
て
く
れ
た
時
期
で
し
た
ね
。

　
現
在
は
、
筑
波
大
学
ラ
グ
ビ
ー

部
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
去
年

か
ら
招
集
さ
れ
た
U
20
の
ラ
グ

ビ
ー
日
本
代
表
の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
は
、
チ
リ
や
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
香
港
で
試
合
を
し
ま
し

た
。
海
外
ト
ッ
プ
チ
ー
ム
の
選

手
は
本
当
に
フ
ィ
ジ
カ
ル
が
強

い
。
で
も
、
そ
れ
を
言
い
訳
に

し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し

た
ら
自
分
達
の
強
み
を
活
か
す

こ
と
が
で
き
る
の
か
を
常
に
考

え
、
外
国
チ
ー
ム
と
戦
う
時
は

と
に
か
く
﹁
低
い
プ
レ
ー
で
勝

つ
﹂
と
い
う
事
を
意
識
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
I
R
B
ジ
ュ

ニ
ア
ワ
ー
ル
ド
ラ
グ
ビ
ー
ト
ロ

フ
ィ
ー
2
0
1
4
と
い
う
大
き

な
舞
台
で
優
勝
で
き
た
事
は
、

と
て
も
大
き
な
成
果
で
す
。

　
2
0
1
9
年
に
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
が
日
本
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
そ
の
時
、
私
は
25
歳
。
年

齢
的
に
も
中
心
的
存
在
に
な
る
と

思
い
ま
す
の
で
、
日
本
代
表
と
し

て
出
場
し
た
い
で
す
ね
。
そ
の
た

め
に
も
練
習
を
頑
張
り
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
応
援
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

「目標はラグビーワールドカップ日本代表」

熊
谷
で
培
っ
た

　
　  

ラ
グ
ビ
ー
の
基
礎

海
外
試
合
を
経
験
し
て

キ
ャ
プ
テ
ン
と
し
て
の
責
任

熊谷市役所　3048-524-1111
妻沼庁舎・妻沼行政センター　3048-588-1321

大里庁舎・大里行政センター　30493-39-0311
江南庁舎・江南行政センター　3048-536-1521 熊谷市役所 検 索

熊谷市ホームページ

32市報くまがや　平成26年（2014）11月

熊谷聖パウロ教会

だい　  ご

　熊谷市の市街地に位置する日本聖公会・熊谷聖パウロ教会

は、明治15年（1882）、東京でイギリス国教会の教えに共感を

得た熊谷在住の人々の運動が発祥となっています。明治18年

（1885）には、この運動に応じて、日本人最初の聖公会聖職者

である田井正一氏の説教会が開かれ、その翌年には金井登氏

が当地へ派遣され「熊谷教会」を創設しました。大正４年

（1915）には、現在地に新たな礼拝堂を造る計画が提案され、

翌年に米国人のウィリアム・ウィルソンによって設計が行われ

ました。そして、大正８年（1919）、着工から４年の歳月を経て

煉瓦造りの教会が完成しました。

　設計したウィルソンは、立教大学の礼拝堂や校舎、日本聖

公会川越基督教会なども手掛けている建築家であり、煉瓦を

組み合わせる建物構造の設計に多くの力を注ぎました。その

綿密な設計と併せて、日本で焼成さ

れた上質な煉瓦を使用しているこ

とから、関東大震災にも耐え抜き、

また昭和20年８月の熊谷空襲によ

る火災被害からも免れました。

　建物は鐘楼を持つ平屋建ての構

造であり、建築面積141㎡。鐘楼の１階部分が入り口ポーチと

なり、礼拝堂にはべストリー（礼拝準備室）が付設されていま

す。創建時の屋根は洋瓦でしたが、戦後に日本瓦に葺き替え

られています。外壁と内壁は煉瓦を積み重ね、それを支える

木造の小屋組みや窓枠からは温かみが感じられ、祈りの場と

しての静寂さをたたずませています。

◆江南文化財センター　3048-536-5062

れんが

しょうせい

来て！見て！知って！文化財来て！見て！知って！文化財来て！見て！知って！文化財

（U20ラグビー日本代表・筑波大学ラグビー部）

橋本 大吾さん（肥塚）

 ―温かみのある煉瓦造りの礼拝堂―  宮町1-139

スクラムを組む橋本さん
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みんな来てくれて
ありがとにゃ！
みんな来てくれて
ありがとにゃ！
　10月12日、コミュニティひ
ろばにおいて、「第7回ニャオ
ざねまつり」が開催されました。
会場は今年も多くの来場者で賑
わい、開催に向けて準備を進め
てきた実行委員の皆さん達も笑
顔でいっぱいでした。

健全な財政運営を行っています
～熊谷市の財政状況～
埼玉県農業大学校が熊谷へ

P 2

P4
P28

・・・・・・お知らせします。平成25年度決算

・・・・・・・・・・・・・・・・・
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お
知
ら
せ
し
ま
す
。
平
成
25
年
度
決
算

　
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
税
金
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
。
平
成
25
年
度
決
算
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
一般
会
計
で
は
、
歳
入
は
前
年
度
と
比
べ
て
１８
億
５
４
５
４
万
円
、
率
に
し
て
２
・
８
％
減
少
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
法
人
市
民
税
や
地
方
交
付

税
な
ど
の
減
少
や
市
債
発
行
額
の
減
少
が
要
因
で
す
。

　
一方
、歳
出
は
前
年
度
と
比
べ
て
23
億
９
８
０
９
万
円
、率
に
し
て
３・９
％
減
少
し
ま
し
た
。民
生
費
、土
木
費
、教
育
費
な
ど
は
増
加
し
ま
し
た
が
、

総
務
費
、
消
防
費
、
公
債
費
な
ど
が
減
少
し
て
い
ま
す
。　

　
本
市
に
お
い
て
は
、
法
人
市
民
税
が
減
少
す
る
な
ど
景
気
回
復
に
は
至
っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、
今
後
の
財
源
確
保
も
厳
し
い
状
況
が
続
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
予
算
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　

  

◆
財
政
課　
3
内
線
２
４
１

一般
会
計
の
内
訳

特別会計の内訳

一般会計
歳　入❶
歳　出❷

歳入歳出差引額①ー②=③
翌年度へ繰り越すべき財源④
実質収支額③ー④

決算額
633億 728万円
585億7,784万円
47億2,944万円
3億3,078万円
43億9,866万円

会 計 区 分
国民健康保険
下 水 道
公共用地先行取得
駐 車 場 事 業
土地区画整理事業
農業集落排水事業
後期高齢者医療
合　　計

215億4,447万円
34億9,429万円
2億6,822万円
2億9,345万円
14億8,521万円
3億6,283万円
18億6,776万円
293億1,623万円

215億4,447万円
34億9,166万円
2億6,755万円
2億9,345万円
12億4,677万円
3億6,283万円
18億2,009万円
290億2,682万円

0
263万円
67万円

0
2億3,844万円

0
4,767万円

2億8,941万円

歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額

0

200

400

600

800
市債残高の推移（一般会計+特別会計）（億円）

H21年

732億
1,239万円 695億

3,382万円
672億
3,967万円 646億3,748万円

621億
1,612万円

H22年 H23年 H24年 H25年
（年度末）

歳　入
633億728万円

総務費
71億2,680万円（12.2%）

教育費
64億2,447万円（11.0%）

土木費
64億5,599万円（11.0%）

公債費
51億6,419万円（8.8%）

衛生費
48億6,803万円（8.3%）

消防費
23億7,676万円（4.0%）

商工費
13億3,662万円（2.3%）

農林水産業費
10億7,583万円（1.8%）

議会費
4億5,301万円（0.8%）

労働費 3億9,152万円（0.7%）

繰越金
41億8,589万円（6.6%）

諸収入
29億8,464万円（4.7%）

その他の自主財源
22億6,611万円（3.6%）

国庫支出金
79億9,468万円
（12.6%）

地方交付税
60億1,951万円（9.5%）

市債
32億6,350万円（5.1%）

県支出金
34億6,925万円（5.5%）

譲与税・交付金
33億9,118万円（5.4%）

　
　
　
自
主
財
源

 
 
 
 

 
   

 

　
　
　
依
存
財
源

市税
297億3,252万円（47.0%）

民生費
229億462万円（39.1%）

市税
297億3,252万円（47.0%）

民生費
229億462万円（39.1%）

平成25年度の主なお金の使いみち 歳出（一般会計）の主な事業を紹介します。

・生活保護事業 39億 655万円
・児童手当等支給事業 30億6,694万円
・保育所管理運営経費　  　　　　　24億 817万円
・障害者自立支援給付事業 21億4,794万円
・児童扶養手当等支給事業　　　　　 7億2,398万円

・スポーツ・文化村整備事業　　　　  ６億８,４９６万円
・佐谷田小学校屋内運動場建築事業　 ３億７,０１４万円
・熊谷西小学校屋内運動場建築事業　 ３億６,９９１万円
・桜木小学校屋内運動場建築事業　　 ３億４,４４４万円
・学力向上対策推進事業　　　　　　　　４,２３０万円

・予防接種事業　　　　　　　　　　 ４億２,２６８万円
・健康増進事業　　　　　　　　　　 ２億７,０２２万円
・ムサシトミヨ生息区域保全集中転換促進事業 ９,０４６万円
・あっぱれ・天晴・太陽光発電等普及推進事業 ４,０２７万円
・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １,１９８万円

・消防設備充実事業
　　　　６,３６０万円
・消防水利整備事業
 　　　  ６,１４３万円
・防災体制整備事業　
  　　　 １,７１３万円

・企業誘致推進事業 
 ９,６１０万円

・プレミアム付き商品券発行事業
８,１７７万円

・ウーマノミクス創業支援事業
２５０万円

民生費

土木費

教育費

衛生費

消防費

商工費

総務費

民生費

土木費
・幹線第３号線道路改良事業　　　　  １億６,４４６万円
・「地域の元気」熊谷運動公園施設整備事業 　１億６,０４７万円
・安心安全道路ネットワーク整備事業　１億４,４４７万円
・通学路交通安全対策事業　　　　　　　７,９９８万円
・第２北大通線道路改良事業 　　　  　　 ４,５６５万円

教育費

衛生費

消防費

商工費

・総合交通体系整備促進事業　　　  　　  ６，４８８万円
・熊谷市長選挙及び熊谷市議会議員補欠選挙事業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　５，６６１万円
・参議院議員通常選挙事業　　　　　　 　５，４５５万円
・本庁舎耐震化事業　　　　　　　　　 　１，３５５万円
・「暑さ対策」デジタルサイネージ設置事業 　  ３９６万円

　このほか、「暑さ対策」涼しさ体感アート事業、クールシ
ェア推進事業、ハートフル・ミーティング事業などを行い
ました。

　このほか、バリアフリー基本構想策定事業、聖天山
周辺地区景観形成事業、ゾーン３０整備事業などを行
いました。

　このほか、こども医療費助成事業、地域子育て支援
拠点事業、「暑さ対策」保育所ひんやりペタペタ事業な
どを行いました。

　このほか、荻野吟子没後100年記念事業、「聖天堂
国宝記念」中学生国宝見学事業、森村誠一「写真俳句」
チャレンジ事業などを行いました。

　このほか、大人の風しん予防緊急支援事業、「暑さ
対策」まちなかオアシス事業、あっぱれ・冷ませ・低公
害軽自動車導入奨励事業などを行いました。

総務費

歳　出
585億7,784万円

保育所ひんやりペタペタ事業保育所ひんやりペタペタ事業 スポーツ・文化村くまぴあスポーツ・文化村くまぴあ

ムサシトミヨが生息する元荒川ムサシトミヨが生息する元荒川デジタルサイネージ設置事業デジタルサイネージ設置事業

幹線第３号線道路開通式幹線第３号線道路開通式 プレミアム付き商品券
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国民健康保険特別会計決算
平成25年度国民健康保険特別会計決算の内容についてお知らせします。　◆保険年金課　3内線２７６

諸支出金等
279,802,768円（1.3%）

総務費
258,240,500円
（1.2%）

保険給付費
14,033,660,847円（65.1%）

後期高齢者支援金等
3,011,781,915円（14.0%）

前期高齢者納付金等
3,137,869円（0.1%未満）

介護納付金
1,303,763,100円（6.1%）

老人保健拠出金
108,799円（0.1%未満）

共同事業拠出金
2,412,484,911円（11.2%）

保健事業費
241,487,934円（1.1%）

歳出総額 21,544,468,643円歳入総額 21,544,468,643円

諸収入等
90,797,455円（0.4%）

国民健康保険税
4,541,785,459円
（21.1%）

国庫支出金
4,579,169,154円
（21.2%）

療養給付費交付金
1,440,134,099円（6.7%）

前期高齢者交付金
5,446,695,309円（25.3%）

県支出金
1,226,631,430円（5.7%）

共同事業交付金
2,489,039,884円（11.6%）

繰入金
1,730,215,853円（8.0%）

国民健康保険税
国庫支出金
療養給付費交付金
前期高齢者交付金
県支出金
共同事業交付金
繰入金
諸収入等
歳入合計

4,541,785,459円 
4,579,169,154円 
1,440,134,099円 
5,446,695,309円 
1,226,631,430円 
2,489,039,884円 
1,730,215,853円 
90,797,455円 

21,544,468,643円 

21.1%
21.2%
6.7%
25.3%
5.7%
11.6%
8.0%
0.4%

100.0%

-1.0%
-4.6%
-3.2%
16.4%
7.8%
-2.6%
-２.1%
17.2%
2.1%

項　目

歳
　
入

平成25年度 構成比 対前年度
増減率

総務費
保険給付費
後期高齢者支援金等
前期高齢者納付金等
老人保健拠出金
介護納付金
共同事業拠出金
保健事業費
諸支出金等
歳出合計

258,240,500円 
14,033,660,847円 
3,011,781,915円 

3,137,869円 
  108,799円 

1,303,763,100円 
2,412,484,911円 
241,487,934円 
279,802,768円 

21,544,468,643円 

1.2%
65.1%
14.0%
0.1%未満
0.1%未満
6.1%
11.2%
1.1%
1.3%

100.0%

4.7%
-0.1%
5.8%
3.2%
-11.8%
6.9%
4.9%
5.8%
36.0%
2.1%

項　目

歳
　
出

平成25年度 構成比 対前年度
増減率

国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
～交通事故にあったら届出を～

　交通事故など第三者（加害者）から傷害を受けた場合、
その治療費は加害者が負担します。
　しかし実際には、治療費が多額になることも考えられ、
また加害者との示談が長引くこともありますので、いった
ん国民健康保険・後期高齢者医療制度を使って治療を受
けられます。このように交通事故など第三者（加害者）か
ら受けた傷害の治療に国民健康保険・後期高齢者医療
制度を使用する場合には、必ず届出をしてください。国
民健康保険・後期高齢者医療制度を使って治療を受けた
場合、国民健康保険・後期高齢者医療制度が一時立替
払いをした額はあとから加害者に請求します。なお、加
害者が自動車任意保険に加入している場合には自動車保
険会社に請求します。
●届出に必要なもの
①第三者行為による被害届等
②ご加入の保険の被保険者証
　（国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証）
③印かん
④交通事故証明書(そろわないときは後日でも可)

●国民健康保険・後期高齢者医療制度で治療を受けら
れない場合
①飲酒運転、無免許運転による事故など自己の故意の犯
罪行為による負傷の場合
②第三者（加害者）から治療費を受け取っている場合
③労災保険の対象となる場合
●示談の前にご連絡を
　加害者と示談を結ぶ前に、必ずご連絡ください。
　先に示談を結んでしまいますと、示談の内容によっては、
国民健康保険・後期高齢者医療制度で治療を受けられな
くなる場合がありますので、ご注意ください。
　また、後遺症などの治療も対象になりますので、示談
を結ぶときは、ご注意ください。

◆保険年金課 国民健康保険3内線３６０
　後期高齢者医療3内線３０２
◆大里行政センター市民福祉課　　　　
◆妻沼行政センター市民環境課
◆江南行政センター市民福祉課

健全な財政運営を行っています ～熊谷市の財政状況～

健全化判断比率等とは？ 実質公債費比率の推移
　財政状況が特に悪い地方自治体を早期に発見し、
手遅れにならないうちに対策を促すため、「財政健全
化法」によって、地方自治体は赤字や借金の状況など
を示す健全化判断比率等を、議会や市民の皆さんに
公表するよう義務付けられています。
　健全化判断比率等には、「実質赤字比率」「連結実
質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」「資
金不足比率」の５つの指標があります。
　早期健全化基準・財政再生基準がそれぞれ設定さ
れ、危険度の目安とされています。本市はいずれの指
標も基準を大きく下回っており、「健全段階」にあります。

　現在の市の財政状況は、経費の削減や市債残高の削減等により、
将来世代への負担が少ない健全な状態であるといえます。しかし、
人口減少社会を迎えるなか、社会保障費の増大や公共施設の老朽化
対策など、様々な課題を抱えており、今後の市の財政を取り巻く状況
は、大変厳しくなることが予想されます。こうしたなかでも、市の財
政のバランスを崩すことなく、引き続き、市民の皆さんが安心して生
活できるよう、健全な財政運営に努めていきます。
※健全化判断比率等についての詳しい内容は、市ホームページでも
公表しています。

※H25の県平均・全国平均は速報値であり、数値が変更になる場合があります

※H25の県平均・全国平均は速報値であり、数値が変更になる場合があります

●実質公債費比率（上のグラフ）
　市債の償還金である公債費等の負担が、市の財政
規模に対してどの程度であったかを示す指標です。こ
の数値が大きいほど、返済の資金繰りが厳しいという
ことになります。

●将来負担比率（左のグラフ）
　市が将来負担することになる市債の残高などが、市
の財政規模に対してどの程度であるかを示す指標で
す。この数値が大きくなると、将来、財政を圧迫する
可能性が高いということになります。
　平成２４・２５年度の本市は、将来負担額よりも、将
来負担額に充当できる地方交付税や基金などの金額
の方が大きいため、将来負担比率は算定されませんで
した。これは、継続して市債の残高を減らしているこ
となどが要因です。

●実質赤字比率・連結実質赤字比率・資金不足比率
　それぞれの対象の範囲が赤字だった場合に算定され
る指標です。本市では、黒字（もしくは資金不足なし）
が続いているため比率は算定されていません。 

　健全で持続可能な財政状況を継続するためには、市の借金である市債に過度に頼ることのない、身の丈にあっ
た財政運営が大切です。今回は、市の財政状況の健全度を診断する健全化判断比率等をお知らせします。　　 

◆財政課　3内線２４０
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　埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅
強調月間」に制定し、いじめの根
絶に集中的に取り組んでいます。
　いじめに遭ったり、気が付いた
りしたら、一人で悩まずご相談く
ださい。
問合せ先
◆埼玉県県民生活部青少年課
3048-830-5858

●児童虐待の種類は次の４つに分類されます。
身体的虐待
　なぐる、ける、落とす、激しく揺する、戸外に締め出
すなど
性的虐待
　性的行為の強要、性器や性交を見せる、裸にして
写真やビデオを撮るなど
心理的虐待
　暴言、脅し、無視、子どもの目の前でのＤＶなど　
ネグレクト（養育の拒否・怠慢）
　食事を与えない、医者へ連れて行かない、学校へ
行かせない、乳幼児を家や車に置き去りにするなど

　子育てには不安がつきものです。子育ての悩みをひとり
で抱えこまないようにしましょう。
　身近に話し相手がいない場合は、市の家庭児童相談室
でも話を聞くことができます。電話相談は下記へ。

　あいさつや声かけなど子育て中の家庭が孤立しないよ
う見守ってください。
　「もしかして、虐待では？」と思ったときは、迷わず下記ま
でお知らせください。（秘密は守ります。）

◆子どもあんしんダイヤル
3048-527-2700 家庭児童相談室（こども課内）
◆埼玉県熊谷児童相談所　3048-521-4152　
◆児童相談所全国共通ダイヤル　30570-064-000

　市では、「熊谷市要保護児童対策地域協議会」を設置し、地域の関係機関と連携しながら虐待などの要保護児童
等に対する支援を行っています。

　虐待緊急通報先として、埼玉県で専用電話を設置して
います。平日18:15から翌日8:30までと土･日曜日･祝日

◆こども課　3内線255

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です

 

家
庭
で
で
き
る
こ
と

　
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
成
長

す
る
た
め
の
基
盤
は
家
庭
に
あ

り
、
最
も
影
響
を
与
え
る
重
要
な

場
で
す
。
家
庭
で
の
し
つ
け
や
ふ

れ
あ
い
、
話
し
合
い
や
相
談
が
で

き
る
信
頼
関
係
な
ど
を
再
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

 

地
域
・
社
会
で
で
き
る
こ
と

　
模
範
を
示
し
て
社
会
の
基
本
的

ル
ー
ル
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
青

少
年
が
健
や
か
に
育
つ
た
め
の
行

動
に
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
が
で
き
る

場
を
設
け
る
な
ど
、
青
少
年
を
見

守
り
、
励
ま
し
、
必
要
な
時
は
注

意
を
し
、
有
害
な
情
報
や
犯
罪
か

ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

納
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と

・
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す

　
法
律
に
定
め
る
延
滞
金
を
本
来
の
税

額
と
合
わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
納
期
限
の
翌
日
か
ら
1
か
月
を
経
過

す
る
ま
で
の
期
間
は
2
・
9
％
、
以
降

は
9
・
2
％
を
滞
納
額
に
掛
け
て
計
算

し
ま
す
。

・
督
促
状
を
送
付
し
ま
す

　
納
期
限
後
、
お
お
む
ね
20
日
間
納
税

が
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
税
目
ご

と
に
督
促
状
を
発
送
し
、
未
納
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

・
納
付
の
催
告
を
し
ま
す

　
督
促
状
の
発
送
後
、
な
お
も
納
付
が

確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
文
書
等
に

よ
り
催
告
を
し
ま
す
。

・
納
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
市
で
は
電
話
に
よ
る
納
付
の
呼
び
か

け
を
行
い
、
早
期
段
階
で
の
滞
納
解
消

に
努
め
て
い
ま
す
。

滞
納
を
続
け
る
と
？

　﹁
滞
納
処
分
﹂
と
い
い
ま
す
が
、
法
律

に
基
づ
き
、
所
有
す
る
財
産︵
不
動
産
、

預
貯
金
、
給
与
、
動
産
等
︶
を
差
し
押

さ
え
、
金
銭
に
換
え
、
滞
納
と
な
っ
て

い
る
税
金
に
充
当
し
ま
す
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　
市
で
は﹁
安
心
・
便
利
・
確
実
な
口
座

振
替
﹂に
よ
る
納
税
を
お
す
す
め
し
て
い

ま
す
。
納
税
課
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
総

務
税
務
課
窓
口
お
よ
び
市
内
金
融
機
関

窓
口
で
簡
単
に
お
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

 

青
少
年
の
皆
さ
ん
へ

　
甘
い
誘
惑
に
惑
わ
さ
れ

ず
、
将
来
を
考
え
自
分
を

大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
不

安
な
時
や
迷
い
・
悩
み
が

あ
る
時
は
、
周
り
の
大
人

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
自

然
体
験
や
職
業
体
験
な
ど

に
積
極
的
に
参
加
し
、
自

分
の
可
能
性
を
引
き
出
し

ま
し
ょ
う
。

　
人
を
傷
つ
け
る
と
、
自
分

も
傷
つ
き
ま
す
。
社
会
の

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、

社
会
の
一
員
と
し
て
の
責
任

を
自
ら
果
た
し
ま
し
ょ
う
。

◆
こ
ど
も
課

3
内
線
２
５
５

１１
月
は「
子
ど
も・若
者
育
成
支
援
強
調
月
間
」で
す

　
青
少
年
が
健
や
か
に
育
つ
た
め
に
は
、青
少
年
自
身
の
努
力
と
と

も
に
、家
庭・地
域・社
会
の
連
携
、協
力
が
大
切
で
す
。

　
子
ど
も
は
、親
や
家
族
と
の
愛
情
に
よ
る「
き
ず
な
」を
基
礎
に
し

て
、人
に
対
す
る
基
本
的
な
信
頼
関
係
や
倫
理
観
、自
立
心
を
身
に
つ

け
て
い
き
ま
す
。

　
学
校
を
は
じ
め
、地
域
や
社
会
な
ど
、す
べ
て
の
大
人
は
、青
少
年

が
健
全
に
成
長
す
る
環
境
を
つ
く
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。 

　
そ
し
て
、当
然
青
少
年
自
身
に
も
自
分
を
大
切
に
し
、健
全
な
社

会
人
と
な
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。 

　
青
少
年
は
自
分
自
身
の
た
め
に
、家
庭
や
地
域
は
子
ど
も
た
ち
み

ん
な
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
、そ
れ
ぞ
れ
が
で
き
る
こ
と
を
考

え
、実
行
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
市
税
は
、よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
大

切
な
財
源
で
す
。

　
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。今
月
の
納
期

は
13
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、正
し
く
納
税
さ
れ
て
い
る
大
多
数
の

市
民
の
皆
さ
ん
に
不
公
平
が
生
じ
な
い
よ
う
、滞

納
整
理
を
積
極
的
に
行
い
ま
す
。

◆
納
税
課
　
3
内
線
2
5
9
、2
6
0
、2
6
1

ＳＴＯＰ！児童虐待　～１１月は児童虐待防止推進月間です～
ためらわず　知らせてつなぐ　命の輪

地域の方々の暖かいまなざしと行動が、子どもたちを虐待から守ります。

よい子の電話教育相談

熊谷市　教育１１０番

子どもスマイルネット

埼玉いのちの電話

さいたまチャイルドライン

埼玉県こころの電話

子どもの人権１１０番
※さいたま地方法務局人権擁護課所管

埼玉県警察少年サポートセンター
ヤングテレホンコーナー

子ども専用（１８歳以下）3０１２０-86-3192
保護者専用　3０４８-556-0874
Ｅメール相談　soudan@spec.ed.jp
3０４８-５２５-７８３０

3０４８-８６１-１１５２

3０４８-８２２-７００７

こどもライン（１８歳以下）3０４８-６４０-６４００
相談電話　3０４８-６４５-４３４３
子ども専用（１８歳以下）3０１２０－９９－７７７７

3０４８-７２３-１４４７

3０１２０-００７-１１０

２４時間３６５日対応

毎日対応 ２２:00以降は翌日対応
月～土／祝日・年末年始を除く
　　　　　　　　　     ８:３０～１７:１５
毎日／祝日・年末年始を除く
　　　　　　　　　   １０:３０～１８:00
金・土のみ １５:00～２１:３０
２４時間３６５日対応
毎日／年末年始を除く １６:00～２１:00
月～金／祝日・年末年始を除く
　　　　　　　　　　9：00～17：00
月～金／祝日・年末年始を除く
　　　　　　　　　　  8:30～17:15

電話相談窓口 連絡先 対応時間

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
滞
納
！！

1１
月
〜
1
月
は「
滞
納
整
理
強
化
期
間
」で
す

●子どもを虐待から守るには、早期発見、早期対応が重要です。
　虐待を見つけたらすぐに通報（連絡）してください。
子育て中の方へ

地域の方へ

※休日夜間児童虐待通報ダイヤル　3048-779-1154

※右記コードからも
　メール送信できます。

市政ワイド 市政ワイド●大里庁舎・大里行政センター30493-39-0311　　●熊谷市役所 3048-524-1111●江南庁舎・江南行政センター3048-536-1521　　●妻沼庁舎・妻沼行政センター 3048-588-1321
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地域密着型サービス事業者の公募

「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の申請を受け付けています 熊谷市誕生10周年記念事業

　支給対象者
（支給対象となる可能性のある世帯には申請書を送付しています。） 申請期限 申請場所

臨 時 福 祉
給 付 金

子育て世帯
臨 時 特 例
給 付 金

平成２６年度の市民税均等割が課税されていない方
（ただし、課税されている方の扶養となっている方や
生活保護を受給している方などは除きます。） 12月26日（金）

※郵送の場合
は、当日消印
有効。

臨時福祉給付金室
（本庁舎7階）次のどちらの要件も満たす方

①平成26年１月分の児童手当・特例給付を受給している方
②平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
（公務員の方には、職場から申請書が配られています。）

　市では平成27年３月に、家庭ごみの出し方や市
の年間行事、予防接種に関するお知らせ等を掲載し
た平成27年度版「熊谷市くらしのカレンダー」を発行
します。
　カレンダーに掲載する作品を募集しますので、ぜ
ひ、自慢の作品をお寄せください。
応募資格　どなたでも応募できます。
対象作品　写真および絵画等（切絵・ちぎり絵等可）
※自作作品で、熊谷を題材としたもの、または熊谷
市にゆかりのもの。（未発表のものに限ります）
作品規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※縦・横どちらの作品でも応募できます。
※写真に人物が撮影されている場合には、事前に
写っている方の了承を得てください。
※絵画等で採用された場合は、改めて広報広聴課
が撮影する場合があります。
応募方法　右記の必要事項を必ず記載して応募してください。

平成27年度版「熊谷市くらしのカレンダー」掲載作品を公募します！

みんなの“笑顔”で「市報くまがや」の表紙を飾ろう！

必要事項
①題名　②掲載を希望する月　③題材の場所、熊谷
市とのゆかり等　④住所　⑤氏名　⑥年齢　
⑦電話番号　※掲載が希望月と異なる場合があります。

電子データで応募する場合　
　メールタイトルに「くらしのカレンダー」、本文に必要
事項を明記し、作品データを電子メールに添付して下記
アドレスまで送付してください（複数の作品を送付する場
合は、作品ごとの①～③がわかるようしてください）
郵送または持参で応募する場合　
　作品の裏面に必要事項を明記し、下記まで直接持
参するか郵送してください。
　なお、応募書類は原則として返却しません。
応募期限　１２月３日（水）
審査　市で行います。表紙に掲載する作品を、応募
作品の中から選定します。
※採用作品は、題名、題
材の場所等のほか、作者
名を掲載します。謝礼はあ
りません。
◆広報広聴課　3内線２１２
〒360-8601　宮町2-47-1
Eメール：kohokocho@city.kumagaya.lg.jp

2048×1536ピクセル程度
（300万画素相当）のサイズ
各自で撮影またはスキャニ
ングし、2048×1536ピ
クセル程度（300万画素相
当）のサイズ

各自で撮影またはス
キャニングし、キャビ
ネ判または２Ｌ判

写
真

絵
画
等

キャビネ判または２L判

電子データで
応募する場合

郵送または持参で
応募する場合

公募の趣旨
　高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で
生活を継続することができるよう、地域密着型サービ
スの整備を図るため、平成２７年度に事業開始する事業
者を公募します。
公募するサービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス
・小規模多機能型居宅介護

　市立児童クラブは、保護者が仕事などで日中不在になる児童を対象として、放課後等の保育を行っています。
来年4月から、入室を希望する小学校１～6年生までの申込受付を下記のとおり実施します。 
申込期間　12月1日（月）～15日（月）（日曜日を除く。）
申込方法　児童クラブ入室申込書、勤務証明書など申請に必要な書類をそろえて、入室希望児童クラブ（下表参
照）へ児童の保護者が提出してください。（申込受付時に、聞き取りを行います。）
※入室申込書や勤務証明書など申請用紙は、各児童クラブ（土曜日も開室）と保育課にあります。
※児童クラブの入室は、申請書類をもとに審査を行い決定し、審査結果は通知します。
　また、児童クラブの申込状況等により、お申込みいただいても入室できない場合がありますのでご了承ください。 

◆保育課　3内線296

　平成27年度は熊谷市誕生10周年を迎えます。その記念事業の一環として、市報の表紙をあなたが撮影した笑顔あふ
れる皆さんで飾ります。以下のとおり掲載写真を募集しますので、たくさんのご応募をお待ちしています。

掲載予定月　平成27年4月号～平成28年3月号
応募資格　どなたでも応募できます。
応募条件　次のどちらの条件も満たすもの
①“笑顔”あふれる集合写真！
　家族や友達、サークルなど･･･大切な人や仲間たちとの
“笑顔”の集合写真を！
②熊谷市内で撮影したもので、被写体は市内在住・在勤・在学者
※企業等の宣伝となるようなものはご遠慮ください。
※撮影の際は、被写体の方々に了承を得てください。
応募規定
①縦長の写真（800万画素以上
のファインモードで、JPEG
形式）で1年以内に撮影した未発
表のもの
②表紙の上部には「市報くまが
や」のタイトル、下部には目次、
また、右端中央部には閉じ穴を
開けますので、そのスペース
を考慮の上、撮影願います。
③合成写真、組写真、画像を加
工処理したものは対象外です。

応募方法　下記の必要事項を必ず明記し、作品データを
Eメールに添付して下記アドレスまで送信するか、CD-R等
に入れて下記へ直接持参か郵送してください。
《必要事項》　グループの説明、掲載を希望する月、住所、
氏名、年齢、電話番号
複数の作品を送付する場合は、作品ごとに記載をお願い
します。
応募期限　
11月5日（水）から掲載希望月の前月5日まで
例）4月号に掲載希望の場合は3月5日、7月号に掲載希望
の場合は6月5日となります。
※5日が土・日曜日・祝日の場合は直前の平日まで。
審査　市で行います。採用作品は応募者名を掲載します。
謝礼はありません。

◆広報広聴課　3内線206
〒360-8601宮町2-47-1
Eメール：webmaster@city.kumagaya.lg.jp

市立児童クラブ一覧表
児童クラブ名 所在地 電話番号定員

（人）
受付
時間

荒川児童クラブ(注）
石原児童クラブ(注）
東児童クラブ(注）
西児童クラブ(注）
雀宮児童クラブ(注）
大幡児童クラブ(注）
箱田児童クラブ(注）
妻沼南児童クラブ
新堀児童クラブ
佐谷田児童クラブ
大麻生児童クラブ(注）
第2大麻生児童クラブ(注）
玉井児童クラブ(注）
第2玉井児童クラブ(注）
別府児童クラブ
第2石原児童クラブ(注）
第3石原児童クラブ(注）
第2大幡児童クラブ(注）
第3大幡児童クラブ(注）

荒川児童館内（河原町2-173）
石原児童館内（本石1-10）
東児童館内（銀座4-9-6）
西児童館内（新堀新田576-1）
雀宮児童館内（上之1305-1）
大幡児童館内（代597-4）
箱田高齢者･児童ふれあいセンター内（中央1-149）
妻沼児童館内（弥藤吾692-1）
新堀小学校内（新堀182）
佐谷田小学校内（佐谷田1030）
大麻生小学校内（大麻生51）
大麻生小学校内（大麻生48-5）
玉井小学校内（高柳116-1）
玉井小学校内（高柳116-1）
別府小学校内（西別府29-1）
石原小学校内（石原3-1-1）
石原小学校内（石原3-1-1）
大幡小学校内（代681）
大幡小学校内（代681）

048-522-0802
048-524-0601
048-525-1928
048-532-1841
048-521-2673
048-525-7710
048-521-8441
048-589-1621
048-533-4562
048-524-5361
048-531-3611
048-533-0300
048-533-2875
048-531-2601
048-531-3615
048-522-6428
048-521-3701
048-525-2219
048-526-7744

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
35
40
40
35
55
30

9
時
〜
15
時

12
月
6
日（
土
）・13
日（
土
）の
み
9
時
〜
15
時

12
時
〜
15
時

児童クラブ名 所在地 電話番号定員
（人）

受付
時間

南児童クラブ(注）
籠原児童クラブ(注）
第2籠原児童クラブ(注）
第3籠原児童クラブ(注）
第2東児童クラブ(注）
第2箱田児童クラブ(注）
第3箱田児童クラブ(注）
成田児童クラブ(注）
中条児童クラブ
奈良児童クラブ
大里さくら児童クラブ
大里第2さくら児童クラブ
長井児童クラブ
妻沼児童クラブ
太田児童クラブ
秦児童クラブ
江南北児童クラブ
江南南児童クラブ

熊谷南小学校内（榎町343）
籠原小学校内（新堀1143）
籠原小学校内（新堀1165-1）
籠原小学校内（新堀1165-1）
熊谷東小学校内（末広3-4-1）
熊谷西小学校内（中央1-1）
熊谷西小学校内（中央1-1）
成田小学校内（上之2810）
中条小学校内（上中条892-1）
奈良小学校内（下奈良561-3）
吉見小学校内（箕輪7）
市田小学校内（小泉243-1）
長井小学校内（上根358）
妻沼小学校内（妻沼1492-1）
太田小学校内（八木田5）
秦小学校内（　和田831）
江南北小学校外　南東側（成沢62-1）
江南南小学校外　東側（須賀広599-1）

048-521-1120
048-531-2412
048-532-8384
048-533-8250
048-526-6325
048-526-2541
048-525-1278
048-521-0401
048-524-3361
048-525-6110
0493-39-5570
048-536-1591
048-588-7974
048-589-3310
048-589-0737
048-589-3521
048-536-0510
048-536-0155

30
40
40
40
40
40
30
40
30
30
60
35
60
70
35
30
40
70

12
時
〜
15
時
　
12
月
6
日（
土
）・
13
日（
土
）の
み
9
時
〜
15
時

（注）複数の児童クラブがある小学校区（熊谷東小、熊谷西小、石原小、大幡小、熊谷南小、籠原小、玉井小、成田小、大麻生小）では、人数調整
等によりご希望に添えないことがありますのであらかじめご了承ください。

平成27年度市立児童クラブの入室受付（新規・継続）

ここに作品を掲載します

　日常生活圏域ごとに整備枠を設けて公募しますので、
必ずしも希望する地域に整備できるとは限りません。
応募方法
　大里広域市町村圏組合ホームページを確認の上、下
記に応募書類を提出してください。提出期間は、１１月
１０日（月）から１２月９日（火）までです。
◆大里広域市町村圏組合介護保険課
曙町2-68　3０４８-５０１-１３３０

必ず申請期間内に手続きをしてください

※申請期限後の受付はできませんので、申請はお早めにお済ませください。
◆臨時福祉給付金室　3048-524-1133（直通）・30570-200-390（コールセンター）

④メールで応募する場合は、5MB以内にしてください。
⑤サイズ調整のため、トリミング等を行う場合があります。

タイトル

目次

閉
じ
穴
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